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︽
後
期
高
齢
者
支
援
金
課
税
額
の
創
設
︾

今
回
新
た
に
後
期
高
齢
者
支
援
金
分

保
険
税
を
賦
課
徴
収
し
ま
す
︒

税
率
・
税
額
に
つ
い
て
は
︑
新
医
療

分
と
後
期
高
齢
者
支
援
分
の
合
計
が
現

行
医
療
分
と
な
っ
て
い
ま
す
︒︵
下
表
︶

︽
賦
課
限
度
額
の
変
更
︾

医
療
分
の
賦
課
限
度
額
︵

万
円
︶

56

が
︑
新
医
療
分
︵

万
円
︶
と
後
期
高

47

齢
者
支
援
分
︵

万
円
︶
に
変
更
に
な

12

り
ま
す
︒︵
下
表
︶

︽
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
︾

４
月
か
ら
特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま
し

た
︒次

の
条
件
に
全
て
あ
て
は
ま
る
場
合
︑

国
保
税
が
世
帯
主
の
年
金
か
ら
原
則
と

し
て
特
別
徴
収
︵
天
引
き
︶
さ
れ
て
い

ま
す
︒

①

歳
以
上

歳
未
満
の
み
で
構
成
さ

65

75

れ
る
国
保
世
帯

②
年
金
が
年
間

万
円
以
上

18

③
介
護
保
険
料
と
国
保
税
の
合
計
が
年

金
の
１
／
２
を
超
え
な
い
場
合

２

平成
20年度

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
が
始
ま
り
ま
す

平
成

年
度
か
ら
の
主
な
変
更
点

20

賦課限度額（12万円）

平等割（5,600円）

均等割（6,900円) 後期高齢者

支援分

所得割（2.1％）

賦課限度額（47万円）

平等割（32,900円）

均等割（17,100円)
新医療分

所得割（8.3％）

賦課限度額（９万円）

平等割（4,600円）

均等割（8,000円)
介 護 分

所得割（2.1％）

賦課限度額（９万円）

平等割（4,600円）

均等割（8,000円)
介 護 分

所得割（2.1％）

賦課限度額（56万円）

平等割（38,500円）

均等割（24,000円)
現行医療分

所得割（10.4％）

平 成 20 年 度 平 成 19 年 度

国
民
健
康
保
険
税
は
︑
世
帯
単
位
で

課
税
さ
れ
ま
す
︒
６
月
中
旬
に
︑
納
税

通
知
書
を
納
税
義
務
者
で
あ
る
世
帯
主

︵
擬
制
世
帯
主
を
含
む
︶
宛
に
送
付
し

ま
す
の
で
︑
納
期
内
で
の
納
付
を
お
願

い
し
ま
す
︒

国
民
健
康
保
険
の
医
療
費
は
︑

①
皆
様
が
納
め
る
保
険
税

②
国
か
ら
の
負
担
金
な
ど

③
病
気
や
け
が
で
病
院
に
か
か
っ
た

と
き
窓
口
で
支
払
う
一
部
負
担
金

で
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
︒

医
療
費
が
増
え
る
と
保
険
税
も
増
え

る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
国
保
運
営
の
健

全
化
を
図
る
た
め
に
も
適
切
な
受
診
に

努
め
ま
し
ょ
う
︒

※
擬
制
世
帯
主
と
は
︑
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
の
属
す
る
世
帯
に
お
い
て
︑
そ
の
世
帯

主
が
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
な
い
場

合
の
世
帯
主
の
こ
と
で
す
︒
納
税
義
務
や
届

出
義
務
は
擬
制
世
帯
主
が
負
う
こ
と
に
な
り

ま
す
︒

︽
納
付
方
法
︾

特
別
徴
収
︵
年
金
天
引
き
︶
世
帯
以

外
の
納
付
は
︑
口
座
振
替
や
︑
金
融
機

関
に
て
納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
︒
納
付
書
納
付
の
場
合
は
︑
６
月
中

旬
に

期
分
の
納
付
書
を
ま
と
め
て
送

10

付
し
ま
す
︒

途
中
で
税
額
が
変
更
に
な
っ
た
場
合

は
︑
新
し
い
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
︒

な
お
︑
特
別
徴
収
と
な
る
場
合
は
︑

口
座
振
替
を
申
し
込
ま
れ
て
い
て
も
特

別
徴
収
が
優
先
さ
れ
ま
す
︒

︽
納
付
期
限
︾

普
通
徴
収
⁝
年

期
10

６
月
～
翌
年
３
月
の

回
払
い
で
︑

10

納
期
限
は
通
常
各
月
の
月
末
で
す
︒
月

末
︵
７
期
に
つ
い
て
は

月

日
︶
が

12

26

閉
庁
日
の
場
合
は
︑
翌
月
最
初
の
業
務

日
が
納
期
限
と
な
り
ま
す
︒

特
別
徴
収
⁝
年
６
期

次
の
掲
げ
る
月
に
支
給
さ
れ
る
年
金

か
ら
天
引
き
と
な
り
ま
す
︒

仮
徴
収
⁝
４
月
・
６
月
・
８
月

本
徴
収
⁝

月
・

月
・
２
月

10

12

︽
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で
︾

①
預
︵
貯
︶
金
通
帳

②
通
帳
の
お
届
け
印

③
納
税
通
知
書
ま
た
は
国
民
健
康
保
険
証

右
の
①
～
③
を
持
っ
て
︑
指
定
金
融

機
関
ま
た
は
市
役
所
国
民
健
康
保
険
の

窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
︒

納
付
方
法
な
ど



３

〔平成19年中の総所得金額
−33万円〕×2.1％

※所得のある被保険者ごとに算

出して、世帯で合計。

※擬制世帯主の分は除きます。

〔平成19年中の総所得金額
−33万円〕×2.1％

※所得のある被保険者ごとに算

出して、世帯で合計。

※擬制世帯主の分は除きます。

〔平成19年中の総所得金額
−33万円〕×8.3％

※所得のある被保険者ごとに算

出して、世帯で合計。

※擬制世帯主の分は除きます。

①所得割額

介護分（40歳以上65歳未満の人)後期高齢者支援分新 医 療 分

１２０，０００円限 度 額

１世帯当たり 4,600円１世帯当たり 5,600円１世帯当たり 32,900円③平等割額

被保険者１人当たり 8,000円被保険者１人当たり 6,900円被保険者１人当たり 17,100円②均等割額

４７０，０００円

◎１年間（年度）の保険税額は①②③の合計額です。

◎年度途中で世帯の被保険者に異動（加入や脱退等）があった場合は、その人の分についての税額を月割りで計

算し直します。

・年度途中の加入の場合は、加入された月からの分が加算されます。

・年度途中の脱退（転出や職場の健康保険へ加入した場合等）の場合は、脱退された月の前月分までの課税と

なります。

※総所得金額は、平成19年中（１月〜12月）の分です。

９０，０００円

◎問い合わせ 佐賀市本庁 保険年金課 国保税一係 ☎４０・７２７２

または各支所保健福祉課 諸 富 ☎４７・４８９２ 大 和 ☎５１・２４２５

富 士 ☎５８・２１１４ 三 瀬 ☎５６・２１１１

川 副 ☎４５・１１１３ 東与賀 ☎４５・１６０３

久保田 ☎６８・３１３９

保
険
税
は
前
年
中
の
所
得
を
も
と
に
計
算
し
ま
す
が
︑
負
担
能
力

に
応
じ
て
税
額
を
軽
減
し
ま
す
︒

減
額
対
象
所
得
︵
世
帯
主
﹇
擬
制
世
帯
主
を
含
む
﹈
及
び
そ
の
世
帯

の
被
保
険
者
全
員
の
総
所
得
金
額
を
合
計
し
た
額
︶
が
一
定
基
準
以

下
の
場
合
︑
保
険
税
の
う
ち
均
等
割
額
と
平
等
割
額
を
減
額
し
ま
す
︒

①
﹁
７
割
軽
減
﹂
減
額
対
象
所
得
が

万
円
以
下
の
世
帯
︒

33

②
﹁
５
割
軽
減
﹂
減
額
対
象
所
得
が
︑
世
帯
主
を
除
い
た
被
保
険
者
数

×

万
５
千
円
＋

万
円
以
下
の
世
帯
︒

24

33

③
﹁
２
割
軽
減
﹂
減
額
対
象
所
得
が
︑
被
保
険
者
数
×

万
円
＋

万

35

33

円
以
下
の
世
帯
︒

な
お
︑
世
帯
の
中
に
未
申
告
の
方
が
お
ら
れ
る
場
合
は
軽
減
に
該

当
し
ま
せ
ん
の
で
︑
所
得
が
な
い
方
も
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
︒

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
に
伴
う

軽
減
等
措
置

︽
特
定
世
帯
に
対
す
る
軽
減
︾

国
保
制
度
の
被
保
険
者
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移
行
に
よ

り
単
身
世
帯
と
な
る
場
合
︑
５
年
間
︑
新
医
療
分
及
び
後
期
高
齢
支
援

分
に
係
る
平
等
割
額
を
半
額
と
し
ま
す
︒

︽
旧
被
扶
養
者
に
対
す
る
減
免
︵
申
請
が
必
要
で
す
︶︾

被
用
者
保
険
の
本
人
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移
行
に
よ
り

以
上
の
被
扶
養
者
が
国
保
制
度
に
加
入
さ
れ
る
場
合
︑
２
年
間
の

65緩
和
措
置
を
行
い
ま
す
︒

①
旧
被
扶
養
者
に
係
る
所
得
割
を
賦
課
し
な
い
︒

②
７
割
又
は
５
割
軽
減
に
該
当
の
場
合
を
除
き
︑
旧
被
扶
養
者
に
係

る
均
等
割
を
半
額
と
し
ま
す
︒
ま
た
︑
被
保
険
者
が
旧
被
扶
養
者

の
み
の
世
帯
と
な
る
場
合
︑
平
等
割
額
を
半
額
と
し
ま
す
︒

※年度途中で所得に変更があった場合や、加入・脱退などで世帯に変更があった場合などは、その都度保険税額も変更になります。

保

険

税

の

軽

減

保険税の算定方法



１
．
地
震
保
険
料
控
除
の
創
設

︵
損
害
保
険
料
控
除
は
廃
止
さ

れ
ま
し
た
︶

地
震
保
険
料
等
の
支
払
金
額
の

１
／
２
に
相
当
す
る
金
額
︵
最
高

２
５
︐
０
０
０
円
︶
が
控
除
さ
れ

ま
す
︒

損
害
保
険
料
控
除
廃
止
の
経
過

措
置
と
し
て
︑
平
成

年

月
末

18

12

日
ま
で
に
締
結
し
た
長
期
損
害
保

険
契
約
等
に
係
る
保
険
料
等
︵
損

害
保
険
契
約
等
の
う
ち
満
期
返
戻

金
等
の
あ
る
も
の
で
保
険
期
間
・

共
済
期
間
が

年
以
上
の
も
の
︶

10

に
つ
い
て
は
︑
従
前
の
損
害
保
険

料
控
除
を
適
用
し
ま
す
︵
最
高
１

０
︐
０
０
０
円
︶︒
地
震
保
険
料

控
除
と
長
期
損
害
保
険
料
控
除
を

合
わ
せ
て
適
用
す
る
場
合
の
控
除

額
は
︑
最
高
２
５
︐
０
０
０
円
で

す
︒

２
．
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
︵
平
成

年
度
か

20

ら
平
成

年
度
分
の
市
県
民
税

28

に
適
用
︶

こ
れ
ま
で
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
は

所
得
税
の
み
に
適
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
︑
税
源
移
譲
に
よ
る
所
得

税
と
市
・
県
民
税
の
税
率
改
正
に

よ
り
︑
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
の
控
除
金
額
が
減
額
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
︒
こ
う
し
た
方
に

つ
い
て
は
︑
税
率
改
正
前
の
税
額

計
算
上
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
金
額

を
補
償
す
る
趣
旨
で
︑
所
得
税
で

控
除
で
き
な
か
っ
た
金
額
を
市
・

県
民
税
か
ら
控
除
す
る
制
度
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
︒

︵
注
︶
還
付
で
は
な
く
︑
市
・
県
民

税
が
減
額
に
な
り
ま
す
︒

■
対
象
と
な
る
方

平
成

年
か
ら
平
成

年
末
ま

11

18

で
に
入
居
し
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

適
用
を
受
け
て
い
る
方
の
う
ち
︑

税
源
移
譲
に
よ
り
︑
所
得
税
で
適

用
さ
れ
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
金
額

が
減
額
に
な
る
方
で
す
︵
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
の
適
用
後
の
所
得
税
額

が
０
円
の
方
は
該
当
す
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
︶︒

■
こ
の
制
度
の
適
用
を
受
け
る
場
合

毎
年
︑
市
・
県
民
税
︑
所
得
税

の
申
告
期
間
中
︵
２
月

月
～
３

16

月

日
︶
に
住
宅
借
入
金
等
特
別

15
税
額
控
除
申
告
書
の
提
出
が
必
要

で
す
︒

３
．

歳
以
上
の
非
課
税
措
置
の

65
廃
止
に
つ
い
て

平
成

年
度
ま
で
は
︑

歳
以

17

65

上
の
方
で
前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
１
２
５
万
円
以
下
の
方
は
市
県

民
税
︵
均
等
割
と
所
得
割
︶
が
非

課
税
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
︑
平

成

年
度
か
ら
廃
止
さ
れ
て
い
ま

18
す
︒な

お
︑
昭
和

年
１
月
２
日
以

15

前
生
ま
れ
の
方
に
つ
い
て
は
平
成

年
度
ま
で
経
過
措
置
が
あ
り
ま

19し
た
が
︑
今
回
か
ら
は
全
額
課
税

に
な
り
ま
す
︒

４

  

× 

市
民
税 
６
％ 

－  －  → 

市
民
税
所
得
割
額 

 

配
当
割
額
ま
た
は 

株
式
譲
渡
所
得
割
額 

＋  →  

市
民
税
額 

→  
前
年
の
収
入
金
額 

－ 

専
従
者
控
除 

公
的
年
金
等
控
除
額 

給
与
所
得
控
除 

必
要
経
費 

→ 
所
得
金
額 

－ 
所
得
控
除
額 

→ 
課
税
標
準
額 

× 

県
民
税 
４
％ 

－  

人
的
控
除
の
差
額
調
整 

－

－

－ 

税
額
控
除
額 

→ 

県
民
税
所
得
割
額 

 

配
当
割
額
ま
た
は 

株
式
譲
渡
所
得
割
額 

＋  

均
等
割
額 県

１
，
５
０
０
円 

市
３
，
０
０
０
円 

→  

県
民
税
額 

→  

市
・
県
民
税
年
税
額 

◎平成20年度（19年分）税額の計算方法

個
人
の
市
・
県
民
税
は
？

～
正
し
く
理
解
し
て
、
適
切
な
納
税
を
お
願
い
し
ま
す
～

個
人
の
市
・
県
民
税
は
︑
市
や
県
が
皆
さ
ん
の
日
常
生
活
に
直
接
結
び
つ
い
た
利
便
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
た
め
に
︑
必
要
な
経
費
を
皆
さ
ん
に
広
く
分
担
し
あ
っ
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
︒

※森林環境税（県民税）の平成20年度からの導入により、従来の県民税均等割額に年額500円が上乗せされ、
1,500円となりました。
[森林環境税に関する問い合わせ] 佐賀県 経営支援本部税務課 ☎25・7021

平成19年度

全額課税平成20年度

所得割課税年度

（市民税：３，０００円、県民税：１，５００円※）

（市民税：２，０００円、県民税：６００円)

（市民税：１，０００円、県民税：３００円)

均 等 割

３分の１

３分の２

平成18年度

平成20年度

(平成19年分)

平
成

年
度
の
改
正
点

20



４
．
税
源
移
譲
時
の
年
度
間
の
所

得
変
動
に
係
る
経
過
措
置
︵
平

成

年
度
分
市
・
県
民
税
に
の

19
み
適
用
)

国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に

よ
り
︑
平
成

年
度
の
市
・
県
民

19

税︵
平
成

年
中
の
所
得
で
計
算
︶

18

で
税
負
担
が
上
が
っ
た
分
は
平
成

年
分
の
所
得
税
で
調
整
さ
れ
︑

19税
負
担
の
合
計
額
は
原
則
と
し
て

変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
︒
し
か
し
︑
平
成

年
中
の
所

19

得
が
大
き
く
減
少
し
︑
所
得
税
が

か
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
場

合
︑
調
整
す
べ
き
金
額
を
所
得
税

か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
︒

こ
の
よ
う
な
平
成

年
中
と
平

18

成

年
中
の
所
得
の
変
動
に
よ
る

19
負
担
増
を
調
整
す
る
た
め
︑
経
過

措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
︒

■
対
象
と
な
る
方

以
下
の
①
と
②
の
両
方
に
該
当

す
る
方
︒

■
計
算
方
法

平
成

年
度
の
課
税
標
準
額
に

19

つ
い
て
︑
税
源
移
譲
後
の
税
率
を

適
用
し
︑
調
整
控
除
を
行
っ
た
後

の
税
額
か
ら
︑
税
源
移
譲
前
の
税

率
を
適
用
し
た
税
額
を
差
し
引
い

た
額
を
減
額
し
ま
す
︒

す
で
に
納
付
済
み
の
場
合
は
︑

還
付
し
ま
す
︒

■
こ
の
制
度
を
受
け
る
場
合

平
成

年
７
月
１
日
か
ら
平
成

20

年
７
月

日
ま
で
に
平
成

年

20

31

19

１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
の
市
区

町
村
へ
の
減
額
申
告
書
の
提
出
が

必
要
で
す
︒

※
こ
の
制
度
に
該
当
す
る
可
能
性

が
あ
る
方
に
つ
き
ま
し
て
は
６
月

下
旬
に
個
別
に
お
知
ら
せ
を
す
る

予
定
で
す
︒

５

市
税
の
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ

昨
年
会
社
を
退
職
し
退
職
後
に
市
・
県
民

税
を
納
め
ま
し
た
が
︑
今
年
の
６
月
に
も
納
税

通
知
書
が
き
ま
し
た
︒
な
ぜ
で
す
か
？

Ａ

市
・
県
民
税
は
︑
前
年
中
の
所
得
に
基
づ

き
課
税
さ
れ
ま
す
︒

給
与
差
引
き
︵
特
別
徴
収
︶
の
場
合
は
︑
通

常
６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で
の

回
で
差
引
き

12

さ
れ
ま
す
︒
退
職
後
に
納
め
て
い
た
だ
い
た

市
・
県
民
税
は
︑
昨
年
度
分
の
市
・
県
民
税
の

◆所得金額

所得の種類に応じて、その収入金額から必要経費

（給与所得者の場合は給与所得控除額、公的年金受給

者の場合は公的年金等控除額）を差し引いた金額です。

◆所得控除額

配偶者や扶養をしている親族がある人、生命保険

の支払いをしている人など個人的な事情を考慮する

ため、所得金額から差し引く金額です。

◆人的控除

所得控除の中でも配偶者や扶養に関する控除のこ

とで、市・県民税と所得税では控除額が異なります。

◆課税標準額

所得金額から所得控除額を差し引いたもので、個

人市・県民税の所得割額を計算するうえで基準とな

る金額です。

◆税率

税率は課税標準額に関わらず、一律10％です。

◆税額控除

配当所得などがある人が受けられる控除です。

◆均等割

市民の皆さんに均等に負担していただくもので、

税額は4,500円です。

◆所得割

所得割は前年１年間の所得に応じて、上記の方法

で計算される税額です。

①

平成19年度

市・県民税の課税標準額

（申告分離課税分を除く｡)

＞
所得税との

人的控除の差

②

平成20年度

市・県民税の課税標準額

（申告分離課税分を含む｡)

≦
所得税との

人的控除の差

用 語 解 説

う
ち
︑
退
職
に
よ
り
給
与
か
ら
差
引
き
で
き
な

く
な
っ
た
残
額
で
︑
今
年
の
６
月
に
送
ら
れ
て

き
た
納
税
通
知
書
は
︑
昨
年
中
の
所
得
︵
昨
年

１
月
か
ら
退
職
ま
で
の
所
得
︶
に
基
づ
き
課
税

さ
れ
た
今
年
度
分
の
市
・
県
民
税
で
す
︒

Ｑ

年
の
途
中
で
引
っ
越
し
て
来
た
場
合
の

市
・
県
民
税
は
ど
こ
へ
納
め
る
の
？

Ａ

市
・
県
民
税
は
︑
そ
の
年
の
１
月
１
日
現

在
に
住
ん
で
い
た
市
町
村
が
課
税
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
︑
平
成

年
度
の
市
・
県

20

民
税
に
つ
い
て
は
平
成

年
１
月
１
日
に
お
住

20

ま
い
だ
っ
た
市
町
村
に
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
︒

◎問い合わせ 本庁 市民税課 ☎４０・７０６２



６

市
役
所
で
行
っ
て
い
る
業
務
の

内
容
や
様
々
な
計
画
な
ど
︑
皆
さ

ん
の
生
活
に
密
着
し
た
テ
ー
マ
に

つ
い
て
職
員
が
出
向
き
︑
説
明
し

ま
す
︒

■
対
象

市
内
に
在
住
又
は
市
内

に
通
勤
･
通
学
し
て
い
る
方
々
で

名
以
上
の
グ
ル
ー
プ

10■
開
催
日
時

９
時
～

時
で
１

21

回
２
時
間
程
度
︵
土
･日
･祝
日
希

望
の
場
合
は
要
相
談
︶

■
開
催
場
所

申
込
者
が
指
定
す

る
場
所

︵
自
宅
︑
職
場
︑
公
民
館
な
ど
︶

職

員

出

前

講

座

■
費
用

無
料
︵
会
場
使
用
料
は

受
講
者
負
担
︶

■
申
込
方
法

受
講
希
望
日
の
14

日
前
ま
で
に
秘
書
課
公
聴
係
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
︒

■
テ
ー
マ
表

佐
賀
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
h
ttp
:/
/
w
w
w
.city
.sa
g
a
.lg
.jp
/

︵
職
員
出
前
講
座
︶︑
各
校
区
公
民
館
︑

各
支
所
等
に
設
置
し
て
い
ま
す
︒

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

本
庁

秘
書
課

公
聴
係

☎

・
７
０
２
４

40
・
３
４
６
３

FAX
24

●ライブ配信（生中継）

（議会を生中継します）

●録画（オンデマンド）配信

（24時間いつでも視聴可能です）

市ホームページ＞市役所の案内＞動画配信 か

らアクセスしてください。みなさまのご利用をお

待ちしています。

◎問い合わせ

佐賀市議会事務局 議事調査係

☎40・7311 FAX25・5407

６月定例会から

佐賀市議会本会議を

インターネットで配信します！

佐賀市ホームページ（http://www.city.saga.lg.jp/)

平
成

年
度

市
長
交
際
費
・
市
交
際
費
の
執
行
状
況

19

◎
問
い
合
わ
せ

本
庁

秘
書
課

秘
書
係

☎

・
７
０
２
０

40
支
出
種
別
の
説
明

◇
弔

慰

市
政
関
係
者

及
び
そ
の
親
族
︵
配
偶
者
及

び
一
親
等
の
親
族
に
限
る
︶

に
対
す
る
香
典
︑
供
花
な
ど

◇
見
舞
い

市
政
関
係
者

の
病
気
︑
災
害
な
ど
に
際
し

て
の
見
舞
い
金
な
ど

◇
御

祝

記
念
行
事
︑

式
典
な
ど
に
際
し
て
の
祝
金

な
ど◇

賛

助

各
種
大
会
︑

新
聞
な
ど
の
特
別
企
画
な
ど

で
公
益
性
の
あ
る
も
の
に
対

す
る
賛
助
金
な
ど

◇
激
励
金

小
学
生
︑
中

学
生
お
よ
び
高
校
生
の
各
種

全
国
大
会
参
加
な
ら
び
に
市

民
な
ど
の
国
際
大
会
︑
海
外

青
年
協
力
隊
及
び
シ
ニ
ア
海

外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
参
加

に
際
し
て
の
激
励
金
な
ど

◇
接

遇

来
客
︑
市
政

関
係
者
と
の
懇
談
及
び
土
産
︑

記
念
品
な
ど

◇
会

費

市
政
の
円
滑

な
運
営
に
資
す
る
会
議
︑
会

合
︑
研
修
会
な
ど
の
参
加
費

な
ど◇

そ
の
他

前
各
号
に
掲

げ
る
も
の
以
外
の
交
際
費

※
詳
し
く
は
︑
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
︑
ま
た
は
︑
総
務
法

制
課
情
報
公
開
係
︵
本
庁
１

階
西
側
︶
で
公
表
し
て
い
ま

す
︒

市長交際費 市長自らが、市を代表して行う行為に要する経費

単位：円、（ ）内は件数

20,000 (2)４ 月

合計その他会費接遇激励金賛助御祝見舞い弔慰月

６ 月

26,300 (4)10,000 (2)6,300 (1)10,000 (1)５ 月

31,500 (4)11,500 (2)

７ 月

13,150 (2)10,000 (1)3,150 (1)

10,000 (1)９ 月

325,500 (4)10,500 (1)300,000 (1)15,000 (2)８ 月

2,500 (1)2,500 (1)

10,000 (1)30,000 (3)10 月

41,000 (5)31,000 (4)

30,000 (3)12 月

43,080 (9)23,000 (6)10,080 (2)10,000 (1)11 月

40,000 (4)

２ 月

126,138 (12)52,000 (8)34,138 (2)30,000 (1)10,000 (1)１ 月

40,000 (4)10,000 (1)

42,432 (2)30,000 (3)３ 月

4,956 (1)4,956 (1)

766,556 (55)0 (0)160,000 (26)106,600 (9)330,000 (2)0 (0)0 (0)4,956 (1)165,000 (17)合 計

72,432 (5)

市 交 際 費
市が、市として行う行為に要する経費並びに、副市長、部長および課長などが

職務として行う行為に要する経費
単位：円、（ ）内は件数

４ 月

合計その他会費接遇激励金賛助御祝見舞い弔慰月

６ 月

28,350 (3)4,950 (1)20,000 (1)５ 月

5,000 (1)5,000 (1)

53,300 (5)

７ 月

33,000 (4)3,000 (1)30,000 (3)

９ 月

10,000 (1)10,000 (1)８ 月

0 (0)

30,000 (2)

23,100 (1)10 月

60,050 (4)8,000 (1)22,050 (1)

12 月

61,340 (3)8,500 (1)42,840 (1)10,000 (1)11 月

23,100 (1)

２ 月

5,000 (1)7,862 (1)4,950 (1)１ 月

6,000 (1)6,000 (1)

17,812 (3)

9,450 (1)３ 月

5,000 (1)5,000 (1)

10,000 (1)

294,052 (26)35,500 (6)79,340 (4)50,000 (5)59,312 (5)0 (0)9,900 (2)60,000 (4)合 計

19,450 (2)

0 (0)



７

第一次佐賀市総合計画（改訂案）について

政策案の公表先
計画（案）の内容については、市ホームページ（http://www.city.saga.lg.jp/）、総合政策課（本庁２階）、情

報公開コーナー（本庁１階西側）、各支所総務課、市立公民館（旧佐賀市）でご覧いただけます。

佐賀市では川副町・東与賀町・久保田町と

の合併に伴い、平成19年〜26年までのまちづ

くりの指針である第一次佐賀市総合計画の見

直しを行っています

総合計画は、本市の目指すべき将来像とそ

の実現のための政策を全般的に示すもので、

市政の根幹となる計画です。

６月１日㈰〜６月30日㈪ 17時15分必着

担当部署

(問合せ先)

応募方法

募集期間

住所、氏名、電話番号を明記のうえ、郵送、ファッ
クス、電子メール、直接持参（政策案の公表先で提
出可 ※閉庁日を除く)

〒840・8501 佐賀市栄町１番１号
総合政策課 企画係
☎40・7025 FAX29・2095
電子メール（sogoseisaku@city.saga.lg.jp)

建設課 (三
瀬支所は産
業建設課)

建築住宅課 住宅政策係
☎40・7291
FAX40・7392

１件１人佐賀市住宅マスタープラン（案）について

支所担当課
担当部署（本庁)
問い合わせ先

意見数提出者案 件 名

■公 表 先 市のホームページ（http://www.city.saga.lg.jp/）の「市政への参加」→「パブリックコメント」、

建築住宅課（本庁４階東側）、情報公開コーナー（本庁１階西側）、各支所担当課、

市立公民館（旧佐賀市）

下記の案件に対しまして、貴重なご意見をいただ

きましてありがとうございました。お寄せいただい

た意見を考慮して計画を策定いたしました。（策定

いたしました佐賀市住宅マスタープランについては

下記担当部署（本庁）、支所担当課等でご覧いただけ

ます。）

なお、お寄せいただいたご意見の内容と市の考え

方は下記公表先にてご覧いただけます。

意見募集結果意見募集結果意見募集結果
佐賀市パブリックコメント制度

(市民意見聴取制度)

■
対
象
と
な
る
路
線
及
び
変
更
内
容

①
路
線
名

水
ヶ
江
鬼
丸
線︵
中
の
館
町
～
水
ヶ
江
五
丁
目
︶

②
変
更
内
容

計
画
幅
員

ｍ
か
ら
一
部
区
間
７
．
５
ｍ
へ

15

幅
員
の
縮
小
お
よ
び
路
線
形
状
の
一
部
変
更
︒

︻
説
明
会
︼

６
月

日
㈯

時
～
︵
場
所
：
赤
松
公
民
館
)

14

19

︻
公
聴
会
︼

６
月

日
㈯

時
～
︵
場
所
：
赤
松
公
民
館
)

28

19

変
更
原
案
は
縦
覧
で
き
ま
す

■
縦
覧
期
間

６
月
６
日
㈮
～
６
月

日
㈮

27

︵
土
・
日
曜
日
を
除
く
︶

時

分
～

時

分

8

30

17

15

■
場
所

本
庁
４
階

都
市
政
策
課

公
聴
会
で
の
公
述
の
申
し
出
方
法

住
所
︑
氏
名
︑
年
齢
を
記
入
の
上
︑
意
見
の
趣
旨
と
そ
の

理
由
を
記
載
し
︑
本
庁
都
市
政
策
課
ま
で
郵
送
か
持
参
︑
ま

た
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
︵
様
式
は
自

由
で
す
︒︶

■
受
付
期
間

月

日
㈪

時

分
ま
で

6

23

17

15

※
同
じ
趣
旨
の
意
見
や
公
述
申
し
出
が
多
数
の
場
合
は
︑
人

数
と
時
間
を
制
限
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒

※
公
聴
会
の
傍
聴
は
自
由
で
す
が
︑
傍
聴
者
の
公
聴
会
会
場

で
の
発
言
は
で
き
ま
せ
ん
︒

※
公
述
申
し
出
が
な
い
場
合
は
︑
公
聴
会
を
中
止
し
ま
す
︒

中
止
の
場
合
は
︑
本
庁
都
市
政
策
課
に
お
い
て

月

日
㈫

6

24

に
そ
の
旨
を
掲
示
し
︑
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま

す
︒

◎
問
い
合
わ
せ

〒
８
４
０
・
８
５
０
１

佐
賀
市
栄
町
１
番
１
号

都
市
政
策
課︵
本
庁
４
階
︶

☎

・
７
１
６
３

40to
sh
i@
city
.sa
g
a
.lg
.jp

水
ヶ
江
鬼
丸
線
の
都
市
計
画
の

変
更
原
案
の
説
明
会
と
公
聴
会



８

み
ど
り
を
増
や
そ
う
！

道
路
に
接
す
る
部
分
や
多
く
の

市
民
が
見
た
り
感
じ
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
空
間
か
ら
み
ど
り
を

増
や
し
て
い
く
こ
と
を
共
通
の
ル

ー
ル
と
し
︑
見
え
る
み
ど
り
の
景

色
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
を
目
指

し
ま
す
︒

○
公
共
施
設
の
緑
化

市
が
所
有
︑
管
理
す
る
施
設
に

つ
い
て
は
積
極
的
に
緑
化
し
ま
す
︒

○
民
間
施
設
の
緑
化

一
定
規
模
以
上
の
敷
地
に
お
い

て
開
発
行
為
な
ど
す
る
場
合
は
事

前
に
緑
化
の
協
議
が
必
要
に
な
り

ま
す
︒

○
緑
化
協
定

接
道
部
の
緑
化
に
関
し
て
︑
市

民
・
事
業
者
の
み
な
さ
ん
が
合
意

し
た
場
合
︵
３
戸
以
上
連
担
︶︑
市

長
と
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
︒

○
緑
化
支
援
補
助
金

緑
化
協
定
を
締
結
さ
れ
た
方
に
︑

市
が
緑
化
経
費
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
︒︵
対
象
経
費
の
１
／
２
︒

上
限
５
万
円
︶

パスポート の手続きは

市民サービスセンターで

佐賀市に住民票がある方のパスポートの申請

や受け取りの場所は、白山エスプラッツ内市民

サービスセンターです。本籍地が佐賀市の方は、

申請時に必要な戸籍もおとりいただけます。

【市民サービスセンター】

■所在地 佐賀市白山二丁目７番１号

（エスプラッツ２階）

■営業時間 平日10時〜18時30分

※火曜日は19時まで

■駐車場

エスプラッツ北側・東側「永池駐車場」又は

エスプラッツ西「白山駐車場」をご利用いただ

いた方は、１時間無料券をお渡しします。

※駐車券をご持参ください。

◎問い合わせ 佐賀市市民サービスセンター

☎27・6700 FAX27・6690

み
ど
り
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
条
例

６
月
１
日
か
ら
市
内
全
域
が

対
象
と
な
り
ま
す
！

み
ど
り
を
守
ろ
う
！

次
の
世
代
へ
残
し
て
い
き
た
い

み
ど
り
豊
か
な
空
間
や
︑
古
木
・

巨
木
を
き
ち
ん
と
守
る
た
め
に
ル

ー
ル
を
定
め
︑
市
も
支
援
を
し
て

い
き
ま
す
︒

○
保
存
樹
・
保
存
樹
林
の
指
定

長
い
年
月
を
生
息
し
て
き
た
古

木
・
巨
木
な
ど
を
指
定
し
ま
す
︒

候
補
と
な
り
そ
う
な
樹
木
の
情
報

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
！

み
ど
り
の
啓
発
！

地
域
の
緑
化
活
動
に
積
極
的
に

参
加
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
︑
ま

た
み
ど
り
に
つ
い
て
の
知
識
を
深

め
て
も
ら
え
る
よ
う
︑
市
が
啓
発

や
団
体
の
育
成
に
努
め
て
い
き
ま

す
︒

◎
問
い
合
わ
せ

本
庁

緑
化
推
進
課

緑
化
推
進
係

☎

・
７
１
６
４

40
・
７
３
７
６

FAX
26

農用地利用計画の変更（農振除外・

編入）の受付を一時中断します

平成21年度に佐賀農業振興地域整備計画の策定を行うた

め、平成21年１月21日から農用地利用計画の変更（農振除

外・編入）の受付を一時中断します。農用地区域内農地（青

地）農地をお持ちの方で、農業用倉庫、分家住宅等を建築す

る目的で農振除外を予定されている方はご注意ください。

■受付の一時中断期間

平成21年１月21日〜（１年程度）

※再開の時期については、改めて市報等でお知らせします。

■中断期間に入る前の農振除外・編入手続きの締切日【参考】

①平成20年７月22日㈫ ②平成20年10月20日㈪

③平成21年１月20日㈫

◎申し込み・問い合わせ

本庁 農業振興課 ☎４０・７１１８

または各支所 産業振興課（三瀬は産業建設課）

諸 富 ☎47・4905 川 副 ☎45・8912

大 和 ☎51・2430 東与賀 ☎45・1022

富 士 ☎58・2860 久保田 ☎68・3156

三 瀬 ☎56・2111

ご注意ください！



９

児
童
手
当
を
現
在
受
給
し
て
い

る
方
は
︑
６
月
に
﹁
児
童
手
当
現

況
届
﹂
の
提
出
が
必
要
で
す
︒

こ
の
届
は
︑
平
成

年
６
月
１

20

日
時
点
に
お
け
る
児
童
の
養
育
状

況
や
受
給
者
の
年
金
加
入
状
況
︑

平
成

年
中
の
所
得
等
を
確
認
し
︑

19

受
給
資
格
を
審
査
す
る
た
め
に
必

要
な
手
続
き
で
す
︒

※
受
付
期
間
中
に
届
出
が
な
い
場

合
は
︑
６
月
分
以
降
の
手
当
が
差

し
止
め
に
な
り
ま
す
の
で
︑
必
ず

期
間
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
︒

※
手
当
受
給
者
の
方
へ
は
︑
手
続

き
の
際
に
必
要
な
書
類
等
に
つ
い

て
の
｢現
況
届
案
内
書
類
｣を
６
月

上
旬
に
郵
送
し
ま
す
︒

■
受
付
期
間

６
月
９
日
㈪
～

月

日
㈪

6

30

※
土
曜
日
を
除
き
ま
す
︒

■
受
付
時
間

月
～
金

８
時

分
～

時

30

17

日
曜
日

９
時
～

時
16

(本
庁
の
み
︶

■
受
付
場
所

本
庁

１
階

第
１
会
議
室
︵
１
階
東
側
︶

ま
た
は
各
支
所

保
健
福
祉
課

３
歳
以
上
～
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
お
子
様
の

医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す

児
童
手
当
の
現
況
届
を
お
忘
れ
な
く
！

■
助
成
対
象
者

佐
賀
市
内
に
住
所
を
有
し
︑

か
つ
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
３
歳
誕
生
月
の
翌
月
か
ら
小

学
校
就
学
前
ま
で
︵
６
歳
に
達

す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
︶
の
お
子
様

■
助
成
対
象
と
な
る
医
療
費

・
歯
科
保
険
診
療
に
よ
る

一
部
負
担
金

・
入
院
時
の
保
険
診
療
に
よ
る

一
部
負
担
金
︵
平
成

年
19

11

月
以
降
診
療
分
が
対
象
︶

※
保
険
外
や
自
費
分
に
つ
い
て

は
︑
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
︒

■
申
請
・
助
成
方
法

︻
申
請
方
法
︼

事
前
に
受
給
資
格
の
申
請
を
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
医
療
機

関
等
の
窓
口
で
一
部
負
担
金
を
お

支
払
い
た
だ
き
︑
受
診
さ
れ
た
月

の
翌
月
以
降
に
市
の
窓
口
に
次
の

も
の
を
お
持
ち
の
上
︑
助
成
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
︒︵
支
払
月

か
ら
１
年
以
内
に
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
︶

︻
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の
︼

◎
印
鑑
︵
朱
肉
を
使
う
も
の
︶

◎
健
康
保
険
証
︵
お
子
様
の
お
名

前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
︶

◎
保
護
者
名
義
の
預
金
通
帳
︵
郵

便
局
以
外
の
も
の
︶

◎
医
療
機
関
等
か
ら
診
療
総
点
数

等
の
記
載
証
明
を
う
け
た
助
成
申

請
書
︵
市
の
窓
口
に
あ
り
ま
す
︶

ま
た
は
お
子
様
の
お
名
前
︑
診
療

総
点
数
︑
診
療
月
︑
金
額
︑
医
療

機
関
の
領
収
印
が
明
記
さ
れ
た
領

収
書

︻
助
成
方
法
︼

次
の
金
額
を
登
録
さ
れ
た
口
座

へ
振
り
込
み
ま
す
︒

♢
歯
科
助
成
申
請
分

助
成
対
象
と
な
る
一
部
負
担
金

か
ら
１
医
療
機
関
１
か
月
あ
た
り

３
０
０
円
を
控
除
し
た
金
額
︵
歯

科
調
剤
薬
局
分
は
一
部
負
担
金
全

額
を
助
成
し
ま
す
︒︶

♢
入
院
助
成
申
請
分

１
医
療
機
関
１
カ
月
あ
た
り
一

部
負
担
金
の
１
／
２
相
当
額

※
高
額
療
養
費
等
に
該
当
さ
れ
る

場
合
は
︑
加
入
健
康
保
険
で
の
手

続
き
が
先
に
な
り
ま
す
︒

※
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

ま
た
は
︑
重
度
心
身
障
害
者
医
療

費
助
成
の
受
給
資
格
を
お
持
ち
の

方
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
助
成
制

度
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
︒

※
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

本
庁

福
祉
総
務
課

母
子
福
祉
係

(１
階

～

番
窓
口
)

45

47

☎

・
７
２
５
２

40
・
５
４
４
０

FAX
25

ま
た
は
各
支
所
保
健
福
祉
課

(三
瀬
支
所
は
保
健
セ
ン
タ
ー
)

ま
た
︑
郵
送
で
も
受
付
し
ま
す
︒

方
法
は
｢現
況
届
案
内
書
類
｣で
ご

確
認
く
だ
さ
い
︒

※
郵
便
事
故
な
ど
に
よ
る
未
着
に

対
し
て
は
補
償
で
き
ま
せ
ん
︒

◎
問
い
合
わ
せ

本
庁

福
祉
総
務
課

母
子
福
祉
係

☎

・
７
２
５
２

40
・
５
４
４
０

FAX
25fu

k
u
sh
iso
m
u
@
city
.sa
g
a
.lg
.jp

ま
た
は
各
支
所

保
健
福
祉
課

平成20年度（平成19年中）所得制限限度額表

※金額は年収ではなく控除後の所得額です。詳細はお問い合わせください。
※公務員（独立行政法人・郵政公社を除く）の方は、職場へお問い合わせくだ
さい。

６０８万円５３６万円２人
５７０万円４９８万円１人
５３２万円４６０万円０人

特例給付
(厚生年金等の加入者)

児童手当
(国民年金加入者等)

扶養親族
等の数

７２２万円６５０万円５人
６８４万円６１２万円４人
６４６万円５７４万円３人
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市営バス回数券
が一部の支所でも買えるように

なりました！

販売価格は各2,000円で、2,400円分使えます

新たな販売窓口

●大和・諸富・川副支所 市民サービス課

●東与賀支所 保健福祉課

●久保田支所 総務課

※佐賀県内を走る他のバス（西鉄、昭和、祐徳

等）にもご乗車できますが、高速バスにはご

利用できません。

※回数券は各種割引制度とは併用できません。

◎問い合わせ 佐賀市交通局 ☎23・3155

女
ひと

・男
ひと

フォーラム２００８

｢パートナーシップと子育て｣

鈴木光司 講演会

「リング」「らせん」等の作家と

して知られ、また専業主夫として

子育てをした経験に基づいた著書

も数多く出版されている鈴木光司

さんに、子育てと家族の関係につ

いてお話していただきます。家庭

における男女共同参画について、

一緒に考えてみませんか？

■日時 ６月22日㈰ 13時〜14時30分

■場所 市立図書館 ２階 多目的ホール

■定員 100名（事前に電話、ＦＡＸにてお申込ください。）

■入場料 無料

※託児は定員10名（６カ月から就学前まで。６月16日まで

にお申し込みください）

◎申し込み・問い合わせ

本庁（２階）男女共同参画課 ☎40・7014 FAX29・2095

｢
エ
コ
プ
ラ
ザ
子
ど
も
環
境
講
座
｣

ト

ン

ボ

教

室

身
近
な
自
然
に
親
し
み
な
が
ら
自
然
環
境
の
大
切
さ
を
学
び
ま
す
︒
﹁
ト

ン
ボ
の
観
察
・
採
集
コ
ー
ス
﹂
と
﹁
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ジ
カ
メ
に
よ
る
ト
ン
ボ

の
写
真
撮
影
コ
ー
ス
﹂
に
分
か
れ
て
活
動
し
ま
す
︒
ま
た
︑
希
望
者
に
は
16

時
か
ら
標
本
づ
く
り
を
指
導
し
ま
す
︒

Ａ
：
白
石
原
湿
原
と
鳥
栖
の
と
ん
ぼ
公
園

【
６
月

日
㈰

９
時
～

時
】

22

16

Ｂ
：
樫
原
湿
原
・
淀
姫
神
社
︵
富
士
町
︶
・
横
武
ク
リ
ー
ク
公
園

︻
７
月

日
㈰

９
時

分
～

時
︼

13

30

16

※
樫
原
湿
原
で
は
昆
虫
・
植
物
等
の
採
集
は
で
き
ま
せ
ん
︒

※
Ａ
と
Ｂ
両
方
応
募
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
︑
募
集
期
限
が
そ
れ
ぞ
れ
異

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒

■
集
合
場
所

佐
賀
市
清
掃
工
場

︵
環
境
セ
ン
タ
ー
︶

※
貸
切
バ
ス
利
用

■
募
集
人
員

Ａ
・
Ｂ
各

名
40

︵
※
応
募
多
数
の
場
合
抽
選
︶

※
原
則
と
し
て
小
学
３
年
生
以
上
︒

︵
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
︶

■
参
加
料

１
家
族
１
０
０
円

︵
資
料
代
︶︵
標
本
作
製
を
希
望
さ

れ
る
方
は
︑
別
途
材
料
費
負
担
︶

※
採
集
用
具
は
貸
し
出
し
ま
す
が
︑

デ
ジ
カ
メ
は
各
自
ご
用
意
く
だ
さ

い
︒

■
申
込
方
法

参
加
希
望
者
全
員︵
保
護
者
含
︶

の
①
〒
住
所
②
氏
名︵
ふ
り
が
な
︶

③
年
齢
︵
高
校
生
以
下
は
学
年
ま

で
︶
④
電
話
番
号
⑤
過
去
の
ト
ン

ボ
教
室
参
加
の
有
無
⑥
参
加
コ
ー

ス
︵
Ａ
と
Ｂ
ど
ち
ら
の
コ
ー
ス
か
︑

ま
た
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
観
察
・
採
集
﹂

と
﹁
写
真
撮
影
﹂
ど
ち
ら
の
コ
ー

ス
を
選
択
す
る
か
も
明
記
し
て
く

だ
さ
い
︒︶
⑦
標
本
作
製
希
望
の

有
無
を
明
記
し
て
︑
は
が
き
︑
Ｆ

Ａ
Ｘ
︑
メ
ー
ル
に
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
︒

■
募
集
期
限

Ａ

６
月

日
㈭
必
着

12

Ｂ

７
月
３
日
㈭
必
着

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

〒
８
４
９
・
０
９
１
７

佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
２

３
６
９︵
佐
賀
市
清
掃
工
場
内
︶

環
境
課

環
境
教
育
推
進
係

☎

・
２
４
３
０

30
・
２
４
９
４

FAX
30k

a
n
k
y
o
@
city
.sa
g
a
.lg
.jp

お得な

講師 鈴木 光司さん

トンボ王国

さ が

20 周 年

佐賀市では、セクハラや性別による差別的取り扱いを受けた等、

男女共同参画に関する相談や意見に対する窓口を設置していま

す。相談員が対応し、他の機関と連携しながら解決へ向けて一

緒に考えます。

１００券

100円券×24枚綴り

ミックス券

40円券×15枚、50円券×18枚
60円券×15枚


